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令和７年９月 

国見町農業委員会定例総会会議録 

───────────────────────────── 

１．出席委員 

      １番  八 島 富 一 君    ２番  佐久間 久 子 君 

      ３番  佐 藤 昭 文 君    ５番  吉 田 和 男 君 

      ７番  赤 坂 正 弘 君    ８番  佐 藤   武 君 

 

１．欠席委員 

      ６番  佐 藤 浩 信 君   １０番  斎 藤 勇 子 君 

 

１．出席事務局員 

農 業 委 員 会 事 務 局 長 大 勝 宏 二 君 

農業委員会主任主査兼係長 佐 藤 貴 浩 君 

 

１．議事日程 

───────────────────────────── 

議 事 日 程 

令和７年９月１７日（水曜日） 

午後１時３０分開会 

 １ 会長挨拶 

 ２ 議事録署名人指名 

 ３ 欠席者 

 ４ 会務報告 

 ５ 議事 

   報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   議案第１号 農用地利用集積等促進計画の決定について 

   協議第１号 「本県農業の発展に受けた要請」に関する組織検討について 

 ６ その他 

   （１）次回以降の総会日程について 
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───────────────────────────── 

午後１時２７分開会 

○事務局 それでは、皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております。 

 大変暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 それでは、ただいまより令和７年９月の国見町農業委員会定例総会を開催いたします。 

 会長よりご挨拶をお願いいたします。 

───────────────────────────── 

１ 会長挨拶 

 

○会長（八島富一君） 【会長から開会に先立ち挨拶】 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

───────────────────────────── 

２ 議事録署名人指名 

 

○会長（八島富一君） 早速ですが、議事録署名人でありますが、こちらで指名してもよろし

いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長（八島富一君） それでは、７番、赤坂正弘委員、８番、佐藤武委員にお願いいたしま

す。 

───────────────────────────── 

３ 欠席者 

 

○会長（八島富一君） 続きまして、欠席者の報告ですが、本総会においては、６番、佐藤浩

信委員、10番、斎藤勇子委員からの欠席の報告でございます。 

───────────────────────────── 

４ 会務報告 

 

○会長（八島富一君） 続きまして、会務報告に移ります。 
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 事務局、お願いします。 

○事務局 【会務報告について説明】 

○会長（八島富一君） ありがとうございました。 

───────────────────────────── 

５ 議事 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

○会長（八島富一君） 次に、報告第１号 農地法第18条第６項の規定による通知についてを

議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 

○事務局 【報告第１号 農地法第18条第６項の規定による通知について説明】  

○会長（八島富一君） 事務局の説明が終わりました。 

 農業委員、農地利用最適化推進委員の皆様、質疑ございませんか。 

〔「ないです」と呼ぶ者あり〕 

○会長（八島富一君） ないですか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○会長（八島富一君） ないようでございますので、報告第１号は報告のとおりといたします。 

 

議案第１号 農用地利用集積等促進計画の決定について 

○会長（八島富一君） 次に、議案第１号 農用地利用集積等促進計画の決定についてを議題

といたします。 

 審議に入る前に、議事参与の制限がございますけれども、佐藤浩信委員がお休みでございま

すので、そのまま審議させていただきます。 

 それでは、議案第１号で議事参与に該当しない案件とありますけれども、事務局の説明を求

めます。 

○事務局 【議案第１号 農用地利用集積等促進計画の決定について説明】 

○会長（八島富一君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 農業委員、農地利用最適化推進委員の皆様、質疑ございませんか。 

 はい、７番。 
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○７番（赤坂正弘君） 聞きたいんですけれども、宅地で樹園地になっているんですけれども、

これは承知でこうやってなっているんですか。 

 それともう一つは、宅地から農地に転用、宅地から畑にしたいんだけれどもなんていうとき

は、やっぱり届出は必要ですよね。 

○事務局 今の件、宅地から畑になっているということにつきましては、この方につきまして

は、元家があって、道路買収によりまして移動になって、その部分を、地目は変えていないん

ですけれども、畑として今、現況で使っているというので、登記簿は変えていないので宅地。 

○７番（赤坂正弘君） 税金かかるって…… 

○事務局 税務課のほうでどういうふうに見るかなんですが、現況主義といえば現況で。一応

登記の地目的には変えていないので登記簿的には宅地と。 

○７番（赤坂正弘君） そうしたら、宅地の税金ですよね。 

○事務局 現況で見る…… 

○７番（赤坂正弘君） 知っていてこのまましているんであれば、それは問題ないんでしょう

けれども。変えるときはできるんですか。 

○事務局 宅地から畑は、これは現況で変えたければ変えていただいて大丈夫、逆はまずいん

ですけれども、宅地から畑に、現況が今こうなのでときちんと整えたい場合は、やってもいい

です。登記をする、地目変更するには、やっぱりお金もかかるものですので、ただでできない

ので、これは、はい。 

○７番（赤坂正弘君） あともう一点なんですけれども、借りるときに田んぼを畑にして、あ

とはネギとかとなっているんですけれども、これ、もうネギやりたくないから田んぼにするん

だといったときに、そのときはそのままでもうやって構わないということですか。 

○事務局 ここにつきましては、盛土して、麦をずっと植えて、この方ではないんですけれど

も、ずっと減反対策で、盛土をして、去年とかそのあたりまで麦を植えていたんですが、麦を

植えなくなりまして、あと、借人のほうから、盛った土のところなので、そういう野菜作りし

たいということで、借人さんとお話しして、こういうふうになってございます。 

○７番（赤坂正弘君） 特別何か書類とか出す必要はない。 

○事務局 はい。もう盛っているんで、田んぼにはちょっと難しくはもうなっています。麦を

植えるときも盛ったみたいなので。 

 わざわざ地目変更は、特に、現況のほうはあくまでも現況で見ますので、ここは、田んぼ、

畑に関しては、そういう形で取ってございます。 
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○会長（八島富一君） よろしいですか。 

○７番（赤坂正弘君） はい。 

○会長（八島富一君） その他、ございませんか。 

 はい、５番。 

○５番（吉田和男君） １番なんだけれども、別にこの田んぼ、もともと圃場整備か何かした

とき、これよっぽど細いよね。この長さ的に１これ５尺ぐらいしかないんだけれども、で、し

かも筆が４つくらいあって、これはどういうわけでこれ。 

○事務局 はい、答えられます。大丈夫です。 

 これにつきましては、まず、細いので、どこかとくっつかっているのかなと思われます。 

○５番（吉田和男君） 狭いよね。 

○事務局 狭いんで、どっちかとくっつかっているのかなと思われます。そういうところがや

っぱり地番違ってくっつかっているというところ、まれにあります。 

 あと、分筆された番地が４つに分かれているということなんですが、ここの部分が送電線が

通っているので、その線、上を通っているということで、その部分を地番ごとに分けているの

で、ここにつきましては、１、２、３、４、ひどいところは８つあったりするところもありま

す。 

 よろしいですか。 

○５番（吉田和男君） はい。 

○会長（八島富一君） その他、ございませんか。 

 ２番。 

○２番（佐久間久子君） この３番は、無償ということですか。値段何も書いていない。武田

さんの土地を、津田さんが借りるところは無償。何も書いていない。 

○事務局 ここにつきましては、一応私たちも、当人にもお話ししたんですが、貸人、借人お

互い話し合って、こういうふうに決めましたということで、確認してやってございます。 

○会長（八島富一君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長（八島富一君） それでは、農用地利用集積等促進計画の内容が適当であると認め、計

画案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 多 数〕 

○会長（八島富一君） 挙手多数であります。 
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 よって、議案第１号につきましては、計画案のとおり承認することに決定いたします。 

 

協議第１号 「本県農業の発展に向けた要請」に関する組織検討について 

○会長（八島富一君） それでは、次に、協議第１号 「本県農業の発展に向けた要請」に関

する組織検討についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

○事務局 【協議第１号 「本県農業の発展に向けた要請」に関する組織検討について説明】 

○会長（八島富一君） 説明が終わりました。 

 先月の宿題でございましたので、皆さん、何かご意見等あれば、よろしくお願いします。 

 特にないですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長（八島富一君） じゃ、このまま送付することになると思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 議事については、これで終了とします。 

───────────────────────────── 

６ その他 

 

（１）次回以降の総会日程について 

○会長（八島富一君） 続いて、その他に入ります。 

 次回以降の日程について、説明をお願いします。 

○事務局 それでは、私のほうから次回以降の日程について説明いたします。 

 10月の日程でございますが、10月15日水曜日、この場所でということでございます。 

 そして、11月の予定でございますが、11月６日は県下農業委員会の大会がございます。午後

ですね。 

 あと、日程でつけたのが、13日の午前中、17日の午前中、18日の午前中とつけてございます

が、これにつきましては、午前中、総会やった後、視察研修を１泊でしたいと考えてございま

す。それでこういう午前というふうにしております。 

 あと、前回は大会と合わせていたんですが、大会のほうが６日ということなので、今回は一

緒にできませんので、こういうふうにしております。 

 日程の調整をお願いいたします。 
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〔「13日、17日、18日ではなく、10日頃」との意見あり〕 

 

○事務局 11の午前中は空いていますんで。 

○会長（八島富一君） 早いほうがいいんだ。 

○２番（佐久間久子君） 11の午前中に総会やって、午後から視察研修。11、12で。○会長

（八島富一君） じゃ、11月11日午前中ということで、時間は同じでよろしいですか。 

○２番（佐久間久子君） 同じじゃないでしょう。10時でしょう。 

○会長（八島富一君） 10時。 

○２番（佐久間久子君） 午前中だから。 

○会長（八島富一君） ああ、そうかそうか。ごめん。 

○５番（吉田和男君） 一番覚えいいね。11月11日。 

○会長（八島富一君） そうだね。 

○事務局 11月11日火曜日。 

○会長（八島富一君） それでは、事務局から何かありますか。 

○事務局 あとは、私のほうから２つほどあります。 

 まず、視察研修ですが、テーマは一応果樹関連のと技術関連のでプラン作らせていただいて

大丈夫ですか。よろしいですか。 

 あと、今回の農業新聞なんですが、会長のコラム出ますので、第３金曜日は福島版ですので、

ぜひ見ていただければと思います。 

 事務局からは以上です。 

○会長（八島富一君） 最後に、出席の農業委員、農地利用最適化推進委員の皆様から何かご

ざいますか。 

 ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

───────────────────────────── 

○会長（八島富一君） ないのであれば、これで本会議を閉じます。 

 ご協力ありがとうございました。 

午後２時０７分閉会 
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                    令和７年９月１７日 

 

 

        国見町農業委員会議長   （会長）               ㊞  

 

 

        議事録署名人     （７番委員）               ㊞  

 

 

        議事録署名人     （８番委員）               ㊞  
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